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新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた私立学校の 

臨時休業の延長及び延長期間中の対応について（通知） 

  

 新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいている

ことに感謝申し上げます。 

令和２年４月７日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言

を受け、県内各学校に対して令和２年５月６日までの臨時休業を要請いたしましたが、

本県の新型コロナウイルスの感染状況は、依然として増加傾向にあり予断を許さない

状況が続いております。 

 現時点では、国の緊急事態宣言の継続あるいは解除について明確になっておりませ

んが、大型連休を迎えるため、県としては一日も早く児童・生徒、保護者及び学校関

係者に対して、今後の方針を示すことが必要と考えます。 

 このため、県立学校に対しては、休業期間を延長し、令和２年５月３１日（日）ま

でとするなど必要な措置を講じることとしました。また市町村立学校についても、各

市町村教育委員会に対して同様に必要な措置を講じるよう要請しました。 

 本県における徹底した感染拡大防止対策を図るため、私立学校におかれましても、

令和２年５月３１日（日）まで臨時休業にするなど必要な措置を講じるよう要請をい

たします。  

なお、今後の国の動向等により変更がある場合には、改めて通知します。 

 

〈参考〉第 13回新型コロナウイルス対策本部会議資料 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/documents/200428

-0702.pdf 
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